
【評価結果：統合】

[概算コスト][概算コスト][概算コスト][概算コスト] [目標値] [目標値] [目標値] [目標値] [目標値] [目標値] [目標値] [目標値]

11,069 11,317 10,936 11,240 261 261 261 261 60 80 101 101

（理由）

（内訳） （内訳） （内訳） （内訳） [実績値] [実績値] [実績値] [実績値] [実績値] [実績値]

・決算額 ・決算額 ・決算額 ・予算額 307 294 278 60 80 101

9,864 10,129 9,759 10,074

・人件費 ・人件費 ・人件費 ・人件費 <達成率>　 <達成率>　 <達成率>　 <達成率>　 <達成率>　 <達成率>　

1,205 1,188 1,177 1,166 117.6% 112.6% 106.5% 100.0% 100.0% 100.0%

(0.15人) (0.15人) (0.15人) (0.15人)

[概算コスト][概算コスト][概算コスト][概算コスト] [目標値] [目標値] [目標値] [目標値] [目標値] [目標値] [目標値] [目標値]

11,668 11,366 11,246 11,582 699 730 684 684 391 344 327 327

（理由）

（内訳） （内訳） （内訳） （内訳） [実績値] [実績値] [実績値] [実績値] [実績値] [実績値]

・決算額 ・決算額 ・決算額 ・予算額 699 730 684 391 344 327

10,463 10,178 10,069 10,416

・人件費 ・人件費 ・人件費 ・人件費 <達成率>　 <達成率>　 <達成率>　 <達成率>　 <達成率>　 <達成率>　

1,205 1,188 1,177 1,166 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(0.15人) (0.15人) (0.15人) (0.15人)
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【概　 要】
　廃棄物監視指導員４人を委嘱し、不法投棄や野外焼却の早期発
見と早期対処を行うため監視パトロールを実施するとともに、産業
廃棄物処理施設及び自動車リサイクル関係事業所への立入りによ
る指導等を行い、不適正処理の未然防止を図るもの。
【対象者】【具体的な活動内容】
①廃棄物の不法投棄等監視パトロール　②事業所及び産業廃棄物
処理施設に対する指導及び立入調査　③自動車リサイクル法に基
づく登録業者及び許可業者の施設に対する指導及び立入調査　④
廃棄物の不法投棄等に係る調査及び苦情処理⑤報告書の作成
⑥その他所属長が指示する事項
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○事業開始年度　平成２０年度

【概　 要】
　持去り行為監視指導員４人を委嘱し、ごみ及び資源物のごみス
テーションからの持去り行為を未然に防止する。
【対象者】
　持去り行為者
【具体的な活動内容】
　市及び市から収集運搬の委託を受けた者以外による、ごみステー
ションに排出された一般廃棄物の持去り行為を防止するため、監視
指導員を配置し、市内一円のごみステーションにおいて、監視・指導
を行う。

主な成果指標

22年度 23年度 24年度 25年度

事
業
区
分

事　　業　　概　　要
財
源

不法投棄場所のパトロールについて
は、定型化されていることから、市内
一円のごみステーションの監視パト
ロールを行っている資源物等収集適
正化推進事業と統合し、効率的な監
視・指導体制を構築すべきである。
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22年度 23年度 24年度 25年度 指標名 22年度 23年度 24年度

概算コスト（単位：千円） 主な活動指標

№ 事務事業名 事業実施課

Ｃ

統合

個人に対する指導件数は増加してい
るが、悪質な業者に対する指導件数
は減っており、２２年度以降逮捕者も
出ていないこと、監視パトロールにつ
いては定型化されていることから、市
内一円の監視パトロールを行ってい
る廃棄物監視指導員設置事業と統
合し、効率的な監視・指導体制を構
築すべきである。
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